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    告     示 

和歌山県告示第1395号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した医療機関から廃止の届出があったの

で、次のとおり告示する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指 定 

番 号 
名   称 所  在  地 

廃 止

年月日

新薬新 

16-27 

オリーブ薬局 新宮市橋本1-7-2 平成 

27.7.31 

 

和歌山県告示第1396号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の

規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した介護機関から廃止の届出があった

ので、次のとおり告示する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報



    和歌山県報  第 2719 号 平成 27 年 12 月 15 日（火曜日） 

－ 2 － 

 

届出者の名称 
主たる事務所の 

所  在  地 

指定事業所の 

名    称 

指定事業所の 

所  在  地 
サービスの種類 

廃 止

年月日

株式会社ナダイコー

ポレーション 

紀の川市下井阪605 訪問看護ステーショ

ンなだい 

紀の川市下井阪605 居宅療養管理指導

・介護予防居宅療

養管理指導 

平成 

27.6.1 

株式会社ジャック 和歌山市楠本239-1 ジャックと豆の木 海南市藤白142-5 通所介護・介護予

防通所介護 

平成 

27.6.30 

有限会社セブンメイ

ト 

伊都郡かつらぎ町佐

野290 

訪問看護ステーショ

ンあしたば 

伊都郡かつらぎ町佐

野800-1 

居宅療養管理指導

・介護予防居宅療

養管理指導 

平成 

27.6.30 

株式会社インテック 紀の川市貴志川町前

田197-4 

ひまわり介護サービ

ス 

紀の川市貴志川町神

戸28-1 

訪問介護・介護予

防訪問介護 

平成 

27.7.1 

有限会社ラポール 和歌山市六十谷208-

26 

ケアプランセンター

リアン 

海草郡紀美野町小畑

371-3 

居宅介護支援 平成 

27.8.31 

社会医療法人博寿会 橋本市東家六丁目7-

26 

介護老人保健施設博

寿苑 

橋本市東家六丁目7-

5 

通所リハビリテー

ション・介護予防

通所リハビリテー

ション 

平成 

27.8.31 

株式会社ケアパート

ナーズ 

紀の川市東大井77-3

8 

すみれ訪問看護ステ

ーション 

紀の川市上田井1083

-1 

訪問看護・介護予

防訪問看護 

平成 

27.9.30 

有限会社ウエストマ

ウンテン 

紀の川市貴志川町西

山33 

きしの村 紀の川市貴志川町西

山33 

通所介護 平成 

27.9.30 

 

和歌山県告示第1397号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項

の規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した施術機関から廃止の届出があっ

たので、次のとおり告示する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指 定 

番 号 
氏 名 住所又は名称及び所在地 

廃 止

年月日

新柔 

7-17 

尾野久芳 くろしお接骨院（柔道整復） 

新宮市池田2-2-19 

平成 

27.9.30 

 

和歌山県告示第1398号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により医療機関を指定したので、次のとおり告示す

る。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指 定 

番 号 
名   称 所  在  地 

指 定

年月日

新薬新 

18-27 

オリーブ薬局 新宮市橋本1-7-2 平成 

27.8.1 
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和歌山県告示第1399号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の

規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により介護機関を指定したので、次のとおり告示

する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

申請者の名称 
主たる事務所の 

所  在  地 

指定事業所の 

名    称 

指定事業所の 

所  在  地 
サービスの種類 

指 定

年月日

株式会社シルバーケ

アたから 

有田郡有田川町徳田

176-4 

デイサービスいこら 有田郡有田川町徳田

176-4 

通所介護・介護予

防通所介護 

平成 

27.11.2 

株式会社シルバーケ

アたから 

有田郡有田川町徳田

176-4 

いこら訪問介護事業

所 

有田郡有田川町徳田

176-4 

訪問介護・介護予

防訪問介護 

平成 

27.11.2 

 

和歌山県告示第1400号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項

の規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により施術機関を指定したので、次のとおり告

示する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指 定 

番 号 
氏 名 住所又は名称及び所在地 

指 定

年月日

岩柔新 

4-27 

沼田稜介 ひなた鍼灸整骨院（柔道整復） 

岩出市山32-1 

平成 

27.10.13

新柔新 

1-27 

尾野久芳 くろしお接骨院（柔道整復） 

新宮市池田1-3-26 

平成 

27.10.19

 

和歌山県告示第1401号 

 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第20条第1項の規定により登録特定行為事業

者を次のとおり登録したので、同法附則第20条第2項において準用する同法第48条の8の規定に基づき公示

する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

登録番号 
事業所の 

名  称 

事業所の 

所 在 地 

実 施 す る 

特定行為の種別 

事業者の 

名  称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

登 録

年月日

30100010

8 

ヘルパーステ

ーション花ご

よみ 

橋本市東家5-3-12 口腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀

痰吸引 

胃ろう又は腸ろうによる

経管栄養 

経鼻経管栄養 

株式会社メデ

ィカルサービ

スあゆみ 

橋本市向副1051 平成 

27.10.1 
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30100010

9 

小雑賀の家 和歌山市小雑賀13

4-5 

口腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引 

胃ろう又は腸ろうによる

経管栄養 

株式会社結愛 和歌山市小雑賀69

-6 

平成 

27.12.1 

 

和歌山県告示第1402号 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第1項の規定により、農地中間管

理機構から平成27年12月4日に次の土地に関する農用地利用配分計画の認可の申請があったので、その旨

を告示する。 

 なお、当該農用地利用配分計画は、和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課及び西牟婁振興局地域振

興部農業振興課に備え置いて、平成27年12月28日まで縦覧に供する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

農用地利用配分計画の番号 賃借権の設定等に係る土地の所在及び地番 

平成27年度第53号 田辺市龍神村福井字坂本2219外2筆 

 

和歌山県告示第1403号 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第1項の規定により、次の土地に

関する農用地利用配分計画を平成27年12月7日に認可した。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

農用地利用配分計画の番号 賃借権の設定等に係る土地の所在及び地番 

平成27年度第46号 田辺市龍神村福井字坂本2235外2筆 

 

和歌山県告示第1404号 

 和歌山県木材業者等の登録に関する条例（昭和45年和歌山県条例第14号）第4条第1号に掲げる事項の変

更について次のとおり届出があった。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

登 録 者 の 

氏名又は名称 
変更事項 新 旧 

変 更 

年月日 

芝製材所 代表者の氏名 芝英吉 芝明英 
平成 

27.12.1 

 

和歌山県告示第1405号 

 次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 伊都郡高野町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 
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（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び伊都振興局地域振興部林務課並びに高野町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1406号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル

3329 田辺市中万呂字天王代34番

1の一部 

田辺市中万呂43番地 

溝端昭治 

平成 

27.11.26 

6.00 36.24

 

和歌山県告示第1407号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル

3303 橋本市学文路字北嶋153番1

の一部 

橋本市東家五丁目4番1号 

丸石木材住宅株式会社 

代表取締役 石田雅彦 

平成 

27.12.2 

6.00 65.96

 

和歌山県告示第1408号 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の5第1項の規定に基づ

き、更新時講習、停止処分者講習及び違反者講習（座学）委託業務に係る一般競争入札に参加する者に必

要な資格及びその資格審査の申請方法等を次のように定める。 

  平成27年12月15日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 一般競争入札に付する業務の名称等 

（1）調達役務の名称 

更新時講習、停止処分者講習及び違反者講習（座学）委託業務 

（2）調達役務の内容等 

 更新時講習、停止処分者講習及び違反者講習（座学）委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）

による。 

2 一般競争入札に参加する者の資格 

 この一般競争入札に参加する資格を有する者は、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第3
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8条の3に規定する道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人

その他の者であり、かつ、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると和歌山県公安

委員会（以下「公安委員会」という。）が認める者で、平成27年12月15日（火）において、次に掲げる

要件の全てを満たしているものとする。 

（1）自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 

（2）自治法令第167条の4第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない者であること。 

（3）和歌山県が行う一般競争入札に関する参加資格を停止されていない者であること。 

（4）国税及び都道府県税に未納がない者であること。 

（5）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力

団若しくはその関係者（以下「暴力団等」という。）が経営していない者又は経営に実質的に関与し

ていない者であること。 

（6）暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与をしていない者であること。 

（7）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされていない者、会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づき、更正手続開始の申立てがなされていない者及び破産法（平成

16年法律第75号）に基づき、破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

3 資格審査申請書類及びその配布方法等 

（1）公安委員会への入札参加資格申請書類 

ア 競争入札参加資格審査申請書（その1） 

イ 事業経歴書（定款及び履歴事項全部証明書又はこれに準ずる書類（法人設立を証明する書類をい

う。）を含む。） 

ウ 登記事項証明書（提出日において、発行後3か月を経過していないもので、役員を成年被後見人又

は被保佐人とする旨の記録がない登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成11年法律第152

号）第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。）） 

エ 印鑑証明書（提出日において、発行後3か月を経過していないもの） 

オ 直近2年分の財務諸表又は決算書（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書） 

カ 次に掲げる税金に未納がないことを証する納税証明書で、提出日において発行後3か月を経過して

いないもの 

（ア）法人税、消費税及び地方消費税 

（イ）主たる事務所が所在する都道府県が課する税全税目 

（2）和歌山県への入札参加資格審査申請書類 

 （1）の資格申請の結果、有資格者であることを確認された場合は、下記の書類を提出するものとす

る。 

ア 競争入札参加資格審査申請書（その2） 

イ 使用印鑑届 

ウ 誓約書 

エ 委任状（申請者が代理人を選任した場合） 

オ 申請者に業務体制が整備されていることを証明する業務体制証明書 

カ 講習別に講習を行う者の氏名、生年月日及び有する資格の一覧表 

キ 公安委員会から入札参加の有資格者であることを確認された旨の通知書の写し 

（3）（1）のア及びイ並びに（2）のアからエまでに掲げる申請書類の用紙については、和歌山県警察本

部で定めるものとし、仕様書及びこれらの用紙は、平成27年12月15日（火）から平成28年1月4日

（月）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第39号）第1条第1項に規定する県

の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時から午後4時までの間、5の（1）のアに掲げ

る場所で配布を行う。 
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（4）（1）及び（2）に掲げる申請書類について質問がある者は、8に掲げる入札説明会において質問を行

うものとし、その後は、平成28年1月5日（火）午後4時までの間に和歌山県警察本部交通部運転免許課

に対して書面等（ファクシミリを含む。）により行うものとする。質問に対しては、原則として平成2

8年1月8日（金）までに回答するものとする。 

4 資格審査申請書類の配布場所 

5の（1）のアに同じ。 

5 資格審査申請書類の提出場所及び提出期間 

（1）公安委員会への入札参加資格申請 

ア 提出場所 

和歌山県警察本部交通部運転免許課 

和歌山市西1番地 

郵便番号 640-8524 

電話番号 073-473-0110（代表） 

ファクシミリ番号 073-473-0110 

イ 提出期間 

 3の（1）に掲げる申請書類を、平成27年12月15日（火）から平成28年1月12日（火）までの県の

休日を除く日の午前10時から午後4時までの間、持参により提出するものとする。 

（2）和歌山県への入札参加資格申請 

ア 提出場所 

（1）のアに同じ。 

イ 提出期間 

 3の（2）に掲げる申請書類を、（1）の資格申請の結果、有資格者である旨の通知を受けた日か

ら平成28年2月8日（月）までの県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間、持参により提

出するものとする。 

6 資格審査の結果通知 

（1）5の（1）の結果通知 

郵便等により平成28年1月29日（金）までに通知するものとする。 

（2）5の（2）の結果通知 

郵便等により平成28年2月12日（金）までに通知するものとする。 

7 一般競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（1）一般競争入札の参加資格がないと認められた者は、次に掲げるところにより、その理由について書

面により説明を求めることができる。 

ア 公安委員会への理由の説明の求め 

平成28年2月3日（水）午後4時まで 

イ 和歌山県への理由の説明の求め 

平成28年2月17日（水）午後4時まで 

（2）（1）の書面は、持参により提出するものとする。 

（3）説明の求めに対する回答については、次に掲げるところにより、当該説明を求めた者に対して書面

により行うものとする。 

ア （1）のアに対する回答 

平成28年2月8日（月）までに回答するものとする。 

イ （1）のイに対する回答 

平成28年2月22日（月）までに回答するものとする。 

（4）（1）の書面の提出先は、5の（1）のアに掲げる場所とする。 
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8 入札説明会の場所及び日時 

（1）場所 

和歌山市小松原通一丁目1番地1 

和歌山県警察本部1階 会議室9 

（2）日時 

平成27年12月21日（月）午前11時 
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